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第209期（2020
2021

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 23,452 16,232 ― 16,232
当期変動額

剰余金の配当
固定資産圧縮積立金の積立
別途積立金の積立
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 23,452 16,232 ― 16,232
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（単位：百万円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
株 式 消 却
積 立 金 別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当期首残高 14,064 557 2,995 129,520 17,215 164,352 △2,892 201,145
当期変動額

剰余金の配当 △1,802 △1,802 △1,802
固定資産圧縮積立金の積立 2 △2 ― ―
別途積立金の積立 7,000 △7,000 ― ―
当期純利益 8,298 8,298 8,298
自己株式の取得 △927 △927
自己株式の処分 290 290
土地再評価差額金の取崩 49 49 49
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― 2 ― 7,000 △456 6,545 △636 5,909
当期末残高 14,064 560 2,995 136,520 16,758 170,898 △3,529 207,054

2021年05月27日 19時40分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 3 ―

（単位：百万円）
評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 評価・換算
差額等合計

当期首残高 40,628 △2,479 5,184 43,333 244,479
当期変動額

剰余金の配当 △1,802
固定資産圧縮積立金の積立 ―
別途積立金の積立 ―
当期純利益 8,298
自己株式の取得 △927
自己株式の処分 290
土地再評価差額金の取崩 49
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 32,385 950 △49 33,286 33,286

当期変動額合計 32,385 950 △49 33,286 39,195
当期末残高 73,014 △1,528 5,134 76,620 283,675
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1．商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
2．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子
法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則とし
て、株式は決算期末月１カ月の市場価格等の平均に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、株
式以外は決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 19年～50年
そ の 他 ４ 年～ ８ 年

（2）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決
めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
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を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可
能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで
計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間に
おける平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保
証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は19,429百万円であります。

（2）役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事

業年度に帰属する額を計上しております。
（3）退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務
費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過 去 勤 務 費 用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法
により損益処理

数理計算上の差異 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

（4）株式報酬引当金
株式報酬引当金は、役員への当行株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に対する株

式給付債務の見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
（5）睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、
将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

（6）偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のあ

る損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
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7．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基
準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年
10月８日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出
金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価し
ております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変
動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほ
ぼ同一のヘッジについては、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を
ほぼ相殺しているため、有効性の評価を省略しております。

また、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報
告第40号2020年９月29日）を適用しております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第
25号2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等
をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額
が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

8．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただ

し、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当事業年度から適用
し、下記「重要な会計上の見積り」を記載しております。
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重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書

類に影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1．貸倒引当金
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

貸倒引当金 15,667百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
貸倒引当金の算出方法は「重要な会計方針」「6．引当金の計上基準」「（1）貸倒引当金」に記載して

おります。
② 主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び「新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う経済への影響」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」
は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。また、「新型コロナウイルス感染症
拡大に伴う経済への影響」は、ワクチン接種の進展と各種政策による支援により2021年度は経済の回
復基調が続くものの、感染再拡大の懸念が依然として残るとの仮定に基づいております。

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化及び新型コロナウイルス感染症の収束時期の遅延などにより、当初の見積りに

用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可
能性があります。

追加情報
（役員報酬ＢＩＰ信託)

当行は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、取締役（監査等委員
である取締役及び社外取締役である者を除く。）及び執行役員（取締役と併せて以下、「取締役等」という。）
を対象に、「役員報酬ＢＩＰ信託」による業績連動型株式報酬制度を導入しております。
1．取引の概要

当行が定める株式交付規程に基づき、取締役等に対し、業績及び役位に応じてポイントを付与し、そのポ
イントに応じた当行株式及びその換価処分金相当額の金銭を退任時に信託を通じて交付及び給付します。

2．信託が保有する当行の株式に関する事項
（1）信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。
（2）信託における当事業年度末の帳簿価額は732百万円であります。
（3）信託が保有する当行の株式の当事業年度末の株式数は210千株であります。
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（信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
当行は、当事業年度から、当行のグループ職員を対象に、当行グループの中長期的な企業価値向上へのイン

センティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じた職員の株式取得及び保有を
促進することによる資産形成支援を目的とし、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しており
ます。
1．取引の概要

当行は信託銀行に「阿波銀グループ職員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信
託は、その設定後３年間にわたり「阿波銀グループ職員持株会」（以下、「持株会」という。）が取得すると見
込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却
が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益
相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす職員に分配されます。

なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落に
より、従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の
借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。

2．信託が保有する当行の株式に関する事項
（1）信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。
（2）信託における当事業年度末の帳簿価額は647百万円であります。
（3）信託が保有する当行の株式の当事業年度末の株式数は259千株であります。
3．総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

総額法の適用により計上された借入金の当事業年度末の帳簿価額は、651百万円であります。

（退職給付制度）
当行は、2021年４月１日に確定給付企業年金制度を「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号

2016年12月16日）第４項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金へ移行しております。移
行に伴う会計処理については、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（実務対応報告
第33号2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号
2016年12月16日）並びに「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第
２号2007年２月７日）を適用しております。これにより、当事業年度の特別損失として「退職給付制度終了
損」71百万円を計上しております。

また、当行において設定しておりました退職給付信託を解約しております。
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注記事項
（貸借対照表関係）

1．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に56,329百万円含まれ
ております。

2．貸出金のうち、破綻先債権額は1,030百万円、延滞債権額は37,462百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った
部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第
96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金でありま
す。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は741百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は6,744百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は45,979百万円で
あります。

なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
6．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており
ますが、その額面金額は、6,944百万円であります。

7．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 288,809百万円
担保資産に対応する債務

預金 13,401百万円（日本銀行代理店契約によるもの）
債券貸借取引受入担保金 42,065百万円
借用金 224,000百万円

上記のほか、為替決済、公金事務取扱等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
1,421百万円及びその他の資産30,049百万円（中央清算機関差入証拠金30,000百万円、その他の資産49
百万円）を差し入れております。

また、その他の資産には、保証金276百万円が含まれております。

2021年05月27日 19時40分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 10 ―

8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約
であります。これらの契約に係る融資未実行残高は376,203百万円であります。このうち原契約期間が１
年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが365,736百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

9．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公

布政令第119号）第２条のうち第１号に定める地価公示価
格、第２号に定める基準地標準価格に基づいて、奥行価格
補正、時点修正等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土
地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 7,117百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 31,634百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 734百万円
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行

の保証債務の額は 19,189百万円であります。
13．貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース

契約により使用しております。
14．関係会社に対する金銭債権総額 10,618百万円
15．関係会社に対する金銭債務総額 8,664百万円
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（損益計算書関係）
1．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 32百万円
役務取引等に係る収益総額 194百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 36百万円
その他の取引に係る収益総額 ―百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 0百万円
役務取引等に係る費用総額 0百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 3百万円
その他の取引に係る費用総額 251百万円

2．営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した事業用資産等並びに移転・建替えの
決定に伴い除却を予定している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額352百万円
を減損損失として特別損失に計上しております。

区 分 地 域 主な用途 種 類 減損損失
稼動資産 徳島県内 営業店舗等 13か所 土地及び建物 343百万円

（うち土地 147百万円）
（うち建物 195百万円）

徳島県外 営業店舗 １か所 建物 7百万円
遊休資産 徳島県内 遊休資産 １か所 土地 0百万円
合 計 352百万円

（うち土地 148百万円）
（うち建物 203百万円）

グルーピングの方法
資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行っ

ている営業店グループは当該グループ単位）で行っております。
回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準拠して
評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。ただし、移転・建替えの決定に伴い除却を
予定している資産については回収可能価額を零としております。
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3．関連当事者との取引
子会社及び関連会社等

種類
会社等
の名称

又は氏名
所在地

資本金又
は出資金

（百万円）
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 阿波銀保証
株式会社 徳島市 110 信用保証

業務
所有
直接 100

各種ローンの
被債務保証取引
役員の兼任

ローン債権
の被保証 217,535 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
阿波銀保証株式会社より、当行の住宅ローン等について保証を受けております。
なお、保証条件については、商品ごとに保証対象の住宅ローン等の信用リスク等を勘案し、決定しており

ます。

（株主資本等変動計算書関係）
1．自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数 摘要

自 己 株 式
普 通 株 式 1,049 371 114 1,305 （注）１,２

合 計 1,049 371 114 1,305
（注）1．当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式が214

千株及び210千株、当事業年度末の自己株式数には、従持信託が保有する当行株式が259千株含まれて
おります。

2．普通株式数の増加371千株は、単元未満株式の取得０千株及び従持信託による当行株式の取得370千
株によるものであります。

普通株式数の減少114千株は、役員報酬ＢＩＰ信託による当行株式の交付等３千株及び従持信託によ
る当行株式の売却111千株によるものであります。
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（有価証券関係）
貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」並びに「買入金

銭債権」中の信託受益権が含まれております。
1．売買目的有価証券（2021年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 3

2．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）
該当ありません。

3．子会社・子法人等株式等及び関連法人等株式等（2021年３月31日現在）
貸借対照表計上額

（百万円）
時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

子会社・子法人等株式及び出資金 ― ― ―
関連法人等株式及び出資金 ― ― ―
合 計 ― ― ―

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式等及び関連法人等株式等
貸借対照表計上額

（百万円）
子会社・子法人等株式及び出資金 13,596
関連法人等株式及び出資金 96
合 計 13,693

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「子会社・子法人等株式等及び関連法人等株式等」には含めておりません。
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4．その他有価証券（2021年３月31日現在）

種 類 貸借対照表計上額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株 式 122,339 44,639 77,699
債 券 333,353 325,260 8,092

国 債 121,112 116,985 4,126
地 方 債 130,394 128,427 1,966
短期社債 ― ― ―
社 債 81,846 79,846 2,000

その他 277,831 254,124 23,707
小 計 733,524 624,025 109,499

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株 式 4,327 4,726 △398
債 券 177,451 179,213 △1,762

国 債 66,209 66,945 △735
地 方 債 36,378 36,546 △167
短期社債 ― ― ―
社 債 74,863 75,722 △859

その他 70,949 73,653 △2,703
小 計 252,728 257,593 △4,865

合 計 986,253 881,618 104,634
（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

貸借対照表計上額
（百万円）

株 式 5,765
そ の 他 5,532
合 計 11,297

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。

5．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当ありません。
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6．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
売 却 額

（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）
株 式 6,904 2,546 936
債 券 40,421 39 281

国 債 20,792 30 242
地 方 債 17,197 7 37
短期社債 ― ― ―
社 債 2,431 1 1

その他 17,645 1,155 401
合 計 64,971 3,742 1,620

7．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証

券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められな
いものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失とし
て処理（以下、「減損処理」という。）しております。

当事業年度における減損処理額は408百万円（うち、株式408百万円、その他－百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて50％以上下落した

場合、又は、30％以上50％未満下落した場合において、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発
行会社の業績等を勘案した基準により行っております。

なお、上記のほか、時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券の減損処理額は４百万
円（うち、株式４百万円、その他－百万円）であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金 9,559百万円
減価償却 688百万円
退職給付引当金 13百万円
繰延ヘッジ損益 669百万円
その他 2,171百万円

繰延税金資産小計 13,102百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,215百万円

評価性引当額小計 △2,215百万円
繰延税金資産合計 10,886百万円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △245百万円
その他有価証券評価差額金 △31,619百万円

繰延税金負債合計 △31,865百万円
繰延税金負債の純額 △20,978百万円

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 6,764円74銭
１株当たりの当期純利益金額 197円87銭
（注）1．役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式は株主資本において自己株式として計上し

ており、１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益金額の算定上、期末発行済株式総数並
びに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

当事業年度において控除した当該自己株式の期末株式数は469千株（うち役員報酬ＢＩＰ信託
210千株、従持信託259千株）、期中平均株式数は468千株（うち役員報酬ＢＩＰ信託211千株、
従持信託256千株）であります。
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連結株主資本等変動計算書（2020
2021

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 23,452 20,106 169,299 △2,892 209,966
当期変動額

剰余金の配当 △1,802 △1,802
親会社株主に帰属する
当期純利益 8,498 8,498

自己株式の取得 △927 △927
自己株式の処分 290 290
土地再評価差額金の取崩 49 49
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 6,746 △636 6,109
当期末残高 23,452 20,106 176,045 △3,529 216,075
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（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

退 職 給 付 に
係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 40,516 △2,479 5,184 △824 42,396 252,362
当期変動額

剰余金の配当 △1,802
親会社株主に帰属する
当期純利益 8,498

自己株式の取得 △927
自己株式の処分 290
土地再評価差額金の取崩 49
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 32,678 950 △49 843 34,422 34,422

当期変動額合計 32,678 950 △49 843 34,422 40,532
当期末残高 73,194 △1,528 5,134 18 76,819 292,894
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連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類の作成方針
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいており

ます。
1．連結の範囲に関する事項
（1）連結される子会社及び子法人等 ６社

会社名
阿波銀保証株式会社
阿波銀カード株式会社
阿波銀コンサルティング株式会社
阿波銀コネクト株式会社
阿波銀リース株式会社
あわぎん成長企業投資事業有限責任組合

（連結の範囲の変更）
阿波銀コネクト株式会社は、設立により当連結会計年度から連結しております。

（2）非連結の子会社及び子法人等 １社
会社名

あわぎん６次産業化投資事業有限責任組合
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持

分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企
業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲
から除外しております。

2．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当事項はありません。
（2）持分法適用の関連法人等

該当事項はありません。
（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 １社

会社名
あわぎん６次産業化投資事業有限責任組合
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（4）持分法非適用の関連法人等 ３社
会社名

四国アライアンスキャピタル株式会社
Ｓｈｉｋｏｋｕブランド株式会社
あわぎん地方創生投資事業有限責任組合

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益
剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

3．のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、発生年度に全額償却しております。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
1．会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

当行の保有する商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っており
ます。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適

用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、
その他有価証券については原則として、株式は連結会計年度末月１カ月の市場価格等の平均に基づく時価
法（売却原価は移動平均法により算定）、株式以外は連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は
移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法
による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

当行のデリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
（4）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 19年～50年
そ の 他 ４ 年～ ８ 年

② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行

並びに連結される子会社及び子法人等における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
③ リース資産

当行の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期
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間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価
保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

（5）貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可
能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上
しております。

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで
計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間に
おける平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した資産監査部署が査定結果を監査しております。

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、資産の自己査定結果に基づき、一般債権については過
去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

なお、当行は、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価
額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額
しており、その金額は19,429百万円であります。

（6）賞与引当金の計上基準
連結される子会社及び子法人等の賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
（7）役員賞与引当金の計上基準

当行の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、
当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

（8）役員退職慰労引当金の計上基準
連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、

役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計
上しております。

（9）株式報酬引当金の計上基準
当行の株式報酬引当金は、役員への当行株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に対

する株式給付債務の見込額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しており
ます。
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（10）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
当行の睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
（11）偶発損失引当金の計上基準

当行の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能
性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

（12）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の
とおりであります。

過 去 勤 務 費 用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によ
り損益処理

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、連結される子会社及び子法人等は、退職一時金について、退職給付に係る負債及び退職給付費用
の計算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して
おります。

（13）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

（14）収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（15）重要なヘッジ会計の方法

（イ）金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号
2020年10月８日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによってお
ります。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる
預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ
特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッ
ジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。なお、ヘッジ手段とヘッ
ジ対象の条件がほぼ同一のヘッジについては、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッ
シュ・フロー変動をほぼ相殺しているため、有効性の評価を省略しております。

また、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応
報告第40号2020年９月29日）を適用しております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務
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指針第25号2020年10月８日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。）に規定する繰延ヘッジ
によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減
殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨
建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ
ッジの有効性を評価しております。

（16）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当連結会計年度から適
用し、下記「重要な会計上の見積り」を記載しております。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度

に係る連結計算書類に影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1．貸倒引当金
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

貸倒引当金 18,337百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項」「1 （5）貸倒引当金

の計上基準」に記載しております。
② 主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の業績見通し」及び「新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う経済への影響」であります。「債務者区分の判定における貸出先の業績見通し」は、各債務者の
収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。また、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済へ
の影響」は、ワクチン接種の進展と各種政策による支援により2021年度は経済の回復基調が続くもの
の、感染再拡大の懸念が依然として残るとの仮定に基づいております。

③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化及び新型コロナウイルス感染症の収束時期の遅延などにより、当初の見積りに

用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を
及ぼす可能性があります。
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追加情報
（役員報酬ＢＩＰ信託）

当行は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、取締役（監査等委員
である取締役及び社外取締役である者を除く。）及び執行役員（取締役と併せて以下、「取締役等」という。）
を対象に、「役員報酬ＢＩＰ信託」による業績連動型株式報酬制度を導入しております。
1．取引の概要

当行が定める株式交付規程に基づき、取締役等に対し、業績及び役位に応じてポイントを付与し、そのポ
イントに応じた当行株式及びその換価処分金相当額の金銭を退任時に信託を通じて交付及び給付します。

2．信託が保有する当行の株式に関する事項
（1）信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。
（2）信託における当連結会計年度末の帳簿価額は732百万円であります。
（3）信託が保有する当行の株式の当連結会計年度末の株式数は210千株であります。

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）
当連結会計年度から、当行のグループ職員を対象に、当行グループの中長期的な企業価値向上へのインセン

ティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じた職員の株式取得及び保有を促進
することによる資産形成支援を目的とし、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。
1．取引の概要

当行は信託銀行に「阿波銀グループ職員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信
託は、その設定後３年間にわたり「阿波銀グループ職員持株会」（以下、「持株会」という。）が取得すると見
込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却
が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益
相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす職員に分配されます。

なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落に
より、従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の
借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。

2．信託が保有する当行の株式に関する事項
（1）信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。
（2）信託における当連結会計年度末の帳簿価額は647百万円であります。
（3）信託が保有する当行の株式の当連結会計年度末の株式数は259千株であります。
3．総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

総額法の適用により計上された借入金の当連結会計年度末の帳簿価格は651百万円であります。
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（退職給付制度）
当行並びに連結子会社及び子法人等は、2021年４月１日に確定給付企業年金制度を「退職給付に関する会

計基準」（企業会計基準第26号2016年12月16日）第４項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企
業年金へ移行しております。移行に伴う会計処理については、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第33号2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等に関する会計処
理」（企業会計基準適用指針第１号2016年12月16日）並びに「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第２号2007年２月７日）を適用しております。これにより、当連結会計年度
の特別損失として「退職給付制度終了損」75百万円を計上しております。

また、当行において設定しておりました退職給付信託を解約しております。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）

1．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に
56,329百万円含まれております。

2．貸出金のうち、破綻先債権額は1,265百万円、延滞債権額は38,274百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った
部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第
96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金でありま
す。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は741百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は6,744百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は47,026百万円で
あります。

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
6．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており
ますが、その額面金額は、6,944百万円であります。

7．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 288,809百万円
担保資産に対応する債務

預金 13,401百万円（日本銀行代理店契約によるもの）
債券貸借取引受入担保金 42,065百万円
借用金 224,000百万円

上記のほか、為替決済、公金事務取扱等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
1,421百万円及びその他資産30,049百万円（中央清算機関差入証拠金30,000百万円、その他の資産49百
万円）を差し入れております。

また、その他資産には、金融商品等差入担保金5,037百万円及び保証金292百万円が含まれております。
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8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約
であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、382,712百万円であります。このうち原契約期間が
１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが372,245百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり
ません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行
並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること
ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に
応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

9．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評
価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負
債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公

布政令第119号）第２条のうち第１号に定める地価公示価
格、第２号に定める基準地標準価格に基づいて、奥行価格
補正、時点修正等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業
用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 7,117百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 32,180百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 734百万円
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は19,189百万円であります。
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（連結損益計算書関係）
1．「その他の経常収益」には、株式等売却益3,574百万円を含んでおります。
2．「その他の経常費用」には、貸出金償却26百万円、株式等売却損1,264百万円及び株式等償却413百万円

を含んでおります。
3．営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した事業用資産等並びに移転・建替えの

決定に伴い除却を予定している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額374百万円
を減損損失として特別損失に計上しております。

区 分 地 域 主な用途 種 類 減損損失
稼動資産 徳島県内 営業店舗等 14か所 土地及び建物 365百万円

（うち土地 147百万円）
（うち建物 218百万円）

徳島県外 営業店舗 １か所 建物 7百万円
遊休資産 徳島県内 遊休資産 １か所 土地 0百万円
合 計 土地及び建物 374百万円

（うち土地 148百万円）
（うち建物 226百万円）

グルーピングの方法
当行の資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業

を行っている営業店グループは当該グループ単位）で行っております。また、連結される子会社及び子法
人等は各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。

回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準拠し

て評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。ただし、移転・建替えの決定に伴い除却
を予定している資産については回収可能価額を零としております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘 要

発 行 済 株 式
普 通 株 式 43,240 ― ― 43,240
合 計 43,240 ― ― 43,240

自 己 株 式
普 通 株 式 1,049 371 114 1,305 (注)１,２
合 計 1,049 371 114 1,305

（注）1．当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株
式が214千株及び210千株、当連結会計年度末の自己株式数には、従持信託が保有する当行株式が259
千株含まれております。

2．自己株式の普通株式数の増加371千株は、単元未満株式の取得０千株及び従持信託による当行株式の
取得370千株によるものであります。

自己株式の普通株式数の減少114千株は、役員報酬ＢＩＰ信託による当行株式の交付等３千株及び従
持信託による当行株式の売却111千株によるものであります。
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2．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決 議） 株 式 の 種 類 配当金の
総 額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年５月15日
取締役会 普通株式 954百万円 22.50円 2020年３月31日 2020年６月10日

2020年11月13日
取締役会 普通株式 848百万円 20.00円 2020年９月30日 2020年12月７日

合 計 1,802百万円
（注）1．2020年５月15日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に

対する配当金４百万円が含まれております。
2．2020年11月13日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有す

る当行株式に対する配当金がそれぞれ４百万円及び６百万円含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決 議） 株式の
種類

配当金の
総 額 配当の原資 １株当たり

配 当 額 基 準 日 効力発生日

2021年５月14日
取締役会 普通株式 848百万円 その他

利益剰余金 20.00円 2021年３月31日 2021年６月10日

（注）配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式に対する配当金がそれぞれ４百
万円及び５百万円含まれております。
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当行グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスを提供しており、主に預金で調達し
た資金を、貸出金や有価証券などで運用しております。

この金融資産及び金融負債の健全かつ効率的運営を行うため、資産・負債の総合管理（ＡＬＭ）を実施
し、その一環としてデリバティブ取引を行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人及び個人に対する貸出金であり、国内景気や

融資先の経営状況の悪化等によってもたらされる信用リスクを内包しております。なお、当行グループの
与信内容は、特定の先に集中することなく小口分散されております。また、有価証券は、債券、株式、投
資信託等に投資しており、これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変
動リスクを内包しております。なお、当行グループは、安全性の高い国債、地方債等を中心にポートフォ
リオを組成しております。

当行グループが保有する金融負債は、主として国内の法人及び個人からの預金であり、風評等に伴う予
期せぬ資金流出により必要な資金の確保が困難になる流動性リスクを内包しております。なお、当行グル
ープでは、資金の逼迫をもたらすことのないよう、資産の健全性と信用の維持・向上に努めるほか、常に
余裕を持った資金繰りを行っております。

当行のデリバティブ取引には、金利スワップ取引、通貨スワップ取引、為替予約取引、通貨オプション
取引及び債券先物取引等があります。これらは、資産・負債に係る将来の金利変動、価格変動及び為替変
動のリスクを回避しつつ、収益を確保するとともに多様な金融サービスに対するお客さまのニーズに応え
ることを目的として行っております。

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、業種別委員会実務指針第
24号に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺す
るヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の

（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘ
ッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしてお
ります。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同一のヘッジについては、ヘッジ開始時及びその後
も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動をほぼ相殺しているため、有効性の評価を省略しており
ます。

また、当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、業種別委
員会実務指針第25号に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外
貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等を
ヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が
存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
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なお、デリバティブ取引には市場リスクや信用リスクを内包しておりますが、当行のデリバティブ取引
は、銀行業務の健全な運営に資するものに限定しており、仕組みが複雑で投機的な取引は行っておりませ
ん。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当行の金融商品に係るリスク管理体制については、以下のとおりであります。なお、連結される子会社

及び子法人等におけるリスク管理体制については、当行のリスク管理体制に準じております。
① 信用リスクの管理

当行では、「信用リスク管理方針」を定め、各部門において適切にリスク管理を実行し、信用リスク
を有する資産の健全性の維持・向上、及び最適なポートフォリオの構築に努めております。また、信用
リスク管理手法の見直しを継続的に行い、その高度化を図っております。

資産の健全性を維持・向上させるため、本部審査部門は従来から一貫して営業推進部門等からの独立
性を確保し、適切な審査・管理を行う態勢としております。また、リスク統括部が信用格付・自己査定
の検証、与信ポートフォリオ管理等により、営業店や本部審査部門に対して牽制機能を発揮するととも
に、信用格付・自己査定制度の更なる充実に取組んでおります。

② 市場リスクの管理
イ 金利リスク、価格変動リスク及び為替変動リスクの管理

当行では、「経営体力の範囲内で適正な市場リスクをとり、収益の安定的向上を図るため、当行の
有する市場リスクを的確に把握するとともに、経営体力、業務の規模・特性に見合った管理・コント
ロールを実施する」を基本方針とし、管理態勢の充実に努め、市場リスクの最適化を図っておりま
す。

市場担当部署では、市場取引を行う部署（フロントオフィス）と事務管理・リスク管理を行う部署
（バックオフィス・ミドルオフィス）を分離した形で設置し、ミドルオフィスが定期的に損益状況や
市場リスクを計測し、経営陣に報告する態勢としております。

また、担当部署とは独立した部署（リスク統括部）においてもリスク量、損益状況等をモニタリン
グし、定期的にＡＬＭ委員会に報告するとともに、今後の対応についても協議を行う等、リスク管理
の一層の強化に努めております。

具体的な管理手法としては、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）法を用いて、金利リスク、価格
変動リスク及び為替変動リスクの統合管理を行っております。

また、円金利リスクについては、預金・貸出金を含めた銀行全体でのリスクをギャップ分析、現在
価値分析、ＢＰＶ（ベーシス・ポイント・バリュー）法などによりきめ細かく管理しております。

ロ 市場リスクに係る定量的情報
当行では、市場リスクに関するＶａＲの算定にあたっては、分散共分散法（保有期間60営業日

（政策株式は120営業日）、信頼区間99％、観測期間250営業日）を採用しております。
当連結会計年度末における市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で72,216百万円であります。
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なお、預貸金の金利リスクについては、流動性預金のうち、引き出されることなく長期間滞留する
預金をコア預金として、内部モデルにより最長10年の満期に振り分け、金利リスクを認識しており
ます。

また、当行では、モデルが算出するＶａＲと仮想損益（リスク量計測時点のポートフォリオを固定
した場合に保有期間後に発生したと想定される損益）を比較するバックテスティングを定期的に実施
しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えておりま
す。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量
を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できな
い場合があります。

③ 調達に係る流動性リスクの管理
当行では、資金の逼迫をもたらすことのないよう資産の健全性と信用の維持に努めるほか、常に余裕

を持った資金繰りを行うことができるよう資金調達や運用状況の分析を日々綿密に行うとともに、国債
等の換金性の高い資産については健全な保有比率を維持しております。

また、資金繰り逼迫時の対応をまとめた危機管理対策を予め策定し、流動性リスク管理に万全を期し
ております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。また、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）現金預け金 632,773 632,773 ―
（2）コールローン及び買入手形 19,595 19,595 ―
（3）買入金銭債権 1,530 1,530 ―
（4）商品有価証券

売買目的有価証券 775 775 ―
（5）有価証券

満期保有目的の債券 ― ― ―
その他有価証券 988,305 988,305 ―

（6）貸出金 2,086,915
貸倒引当金（＊1） △17,446

2,069,469 2,072,194 2,724
（7）リース債権及びリース投資資産 29,187

貸倒引当金（＊1） △744
（＊2） 28,442 30,423 1,980

資産計 3,740,893 3,745,599 4,705
（1）預金 3,089,980 3,090,133 152
（2）譲渡性預金 128,841 128,844 2
（3）コールマネー及び売渡手形 11,071 11,071 ―
（4）債券貸借取引受入担保金 42,065 42,065 ―
（5）借用金 236,990 236,981 △8
負債計 3,508,948 3,509,096 147
デリバティブ取引（＊3）

ヘッジ会計が適用されていないもの （2,141） （2,141） ―
ヘッジ会計が適用されているもの（＊4） （5,140） （5,140） ―

デリバティブ取引計 （7,282） （7,282） ―
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（＊1）貸出金並びにリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除して
おります。

（＊2）貸倒引当金控除後のリース債権及びリース投資資産のうち、時価評価を行っている金額は24,065百万円
であります。

（＊3）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（ ）で表示しております。
（＊4）ヘッジ対象である貸出金等の相場変動の相殺のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、

主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関する
ヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号2020年９月29日）を適用しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産

（1）現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。
（2）コールローン及び買入手形

これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

（3）買入金銭債権
買入金銭債権のうち、信託受益権については、有価証券に準じて算定しております。また、ファクタリ

ングについては、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。

（4）商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、公社債店頭売買参考統計値等に

よっております。
（5）有価証券

株式は取引所の価格、債券は公社債店頭売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。

自行保証付私募債は、貸出金に準じて算定しております。
組合出資金は、組合財産を時価評価できるものは時価評価を行ったうえ、純資産に対する持分相当額を

組合出資金の時価とみなして計上しております。
（6）貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同
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様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短
期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額
等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上
額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものに
ついては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、
帳簿価額を時価としております。

（7）リース債権及びリース投資資産
これらは、債務者区分ごとに貸倒実績率等を考慮した将来キャッシュ・フローを、連結決算日時点の市

場金利で割り引いて時価を算定しております。
なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額

等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上
額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

負 債
（1）預金、及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
また、定期性預金及び譲渡性預金の時価は、その種類及び期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フロー
を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を
用いております。なお、変動金利定期預金、規制定期預金、非居住者円定期預金及び外貨定期預金につい
ては、重要性が乏しいこと等から、当該帳簿価額を時価としております。

（3）コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額を時価としております。
（5）借用金

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会
社及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考
えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した
当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、時価
としております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通

貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）であり、
取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、
金融商品の時価情報の「資産（5）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区 分 連結貸借対照表計上額

① 非上場株式（＊1）（＊2） 7,135
② 組合出資金（＊3） 5,655

合 計 12,790
（＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価

開示の対象とはしておりません。
（＊2）当連結会計年度において、非上場株式について４百万円減損処理を行っております。
（＊3）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構

成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預け金 592,714 ― ― ― ― ―
コールローン及び買入手形 19,595 ― ― ― ― ―
買入金銭債権 1,528 ― ― ― ― ―
有価証券 91,207 183,270 146,841 81,518 82,291 124,698

満期保有目的の債券 ― ― ― ― ― ―
その他有価証券のうち満期があるもの 91,207 183,270 146,841 81,518 82,291 124,698

貸出金（＊1） 416,293 392,163 318,885 238,897 264,855 397,146
リース債権及びリース投資資産（＊2） 8,162 12,145 6,348 1,345 527 142

合 計 1,129,501 587,579 472,075 321,761 347,675 521,987
（＊1）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない39,024百

万円、期間の定めのないもの19,648百万円は含めておりません。
（＊2）リース債権及びリース投資資産のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定

額が見込めない515百万円は含めておりません。また、期間の定めのないものはありません。
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（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金（＊） 2,938,949 137,827 11,286 531 1,385 ―
譲渡性預金 128,341 500 ― ― ― ―
コールマネー及び売渡手形 11,071 ― ― ― ― ―
債券貸借取引受入担保金 42,065 ― ― ― ― ―
借用金 187,042 47,835 2,112 ― ― ―

合 計 3,307,469 186,163 13,399 531 1,385 ―
（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 6,984円60銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 202円64銭
（注）役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式は株主資本において自己株式として計上してお

り、１株当たりの純資産額及び１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額の算定上、期末発行
済株式総数並びに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

当連結会計年度において控除した当該自己株式の期末株式数は469千株（うち役員報酬ＢＩＰ信託
210千株、従持信託259千株）、期中平均株式数は468千株（うち役員報酬ＢＩＰ信託211千株、従持
信託256千株）であります。
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